
　（７）　組合員の取り扱う何品の共同検査

　（８）　組合員の取り扱う何品の共同受注

　（９）　組合員の取り扱う何品の共同宣伝

　（１０）　組合員の取り扱う何品の市場開拓

　（１１）　組合員の事業に関する調査・研究

　（１２）　組合員の事業に関する何の研究開発

　（１３）　組合員のためにする共同労務管理

　（１４）　組合員に対する事業資金の貸付け（手形の割引を含む。）及び組合員のた

　　　　めにするその借入れ

　（１５）　商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫、銀行、相互銀行

　　　　信用金庫、信用共同組合に対する組合員の債務の保証又はこれらの金融機

　　　　関の委任をうけてする組合員に対する債務の取立て

　（１６）　組合員の何事業に係る何に関する債務の保証

　（１７）　組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

　（１８）　組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知

　　　　識の普及を図るための教育及び情報の提供

　（１９）　中小企業倒産防止共済事業に関する受託業務

　（２０）　労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４章の規定による労働保険事

　　　　務組合としての業務

　（２１）　組合員のためにする中小企業等協同組合第９条の７の２第１項第１号に

　　　　掲げる火災等の損害をうめるための共済事業

　（２２）　前号の事業のほか、組合員の福利厚生に関する事業

　（２３）　組合員の寄託物についての倉荷証券の発行

　（２４）　組合員の取り扱う何品についての前払式証票（商品券）の発行

　（２５）　前各号の事業に附帯する事業

　１０）役員の定数及びその任期

　　イ）役員の定数　　理事　　　人以上　　　　人以内

　　　　　　　　　　　監事　　　人


